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ともに生きる社会かながわ憲章

1

事業の趣旨・内容

・「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念を普及し、誰もがそ
の人らしく暮らすことのできる共生社会の実現を目指します。

寄附の使い道

・県立公園などで、障がいの程度に関わらず楽しめるゴーカー

トなど、インクルーシブな遊具等を活用した、誰もが気軽に楽し

みながら参加できるイベントを複数回実施します。
障がいのある子も楽しめるゴーカート

インクルーシブイベントで共生社会を推進！！

障がいのある子も楽しめる遊具


